
 熱中症による事故事例

1 事故事例からの教訓 

本手引きの２章「熱中症とは」の内容（図 2-2 熱中症を引き起こす要因）、特に急に暑くなってきた

日、気温が 30℃を超えるような暑い日等の要因があると熱中症が起きやすい傾向があることを踏まえたう

えで、以下に紹介するような学校での熱中症による事故事例から得られる教訓はガイドライン作成の参考に

なります。事故が起きた要因やその対策を考えていきましょう。

【学校で起きた熱中症による死亡事故事例①】 

教訓①：熱中症を引き起こす 3 要因（環境・からだ・行動）が関わりあうと熱中症は起こる！ 
事故要因：気温 32℃、湿度 61%（環境）肥満傾向（からだ）、練習試合にフル出場（アメリカンフットボー

ル）（行動）

【事例① アメリカンフットボール部での部活動中に起きた事故】

８月、高校３年生の男子がアメリカンフットボール部の部活動で 9：30、練習試合にフル出場し、11：20、
第４クオーター終了直前にベンチで倒れ、意識なし。2 日後に死亡した。気温 32℃、湿度 61％であり、被害

者本人は身長 170 ㎝、体重 113 ㎏、肥満度 77％であった。 

教訓②：それほど暑くなくても、2 要因（からだ、行動）のみで熱中症は起こる！ 
事故要因：肥満傾向、暑熱順化（からだ）、ランニング（行動）

【事例② 野球部での部活動中に起きた事故】

６月、高校２年生の男子が野球部での部活動でグランド石拾い、ランニング（200m×10 周）、体操・スト

レッチ、100m ダッシュ 25 本×２を行っていたところ、運動開始から約２時間後に熱中症になり死亡した。

当日は気温 24.4℃、湿度 52%であり、被害者本人は肥満傾向であった。

教訓③：それほど気温が高くなくても湿度が高い日は注意！

事故要因：湿度が高い（環境）、登山（行動）

【事例③ 宿泊学習で起きた事故】

７月、中学２年生の男子が宿泊学習で登山中に熱中症になり、死亡した。当日は気温 27.2℃、湿度 70％で

あった。（事故現場近隣の気象庁データによる）

教訓④：屋内であっても熱中症は起こる！

事故要因：気温 30℃以上（環境）、暑熱順化（からだ）、剣道部の練習（行動） 
【事例④ 剣道部での部活動中に起きた事故】

8 月上旬、高等学校３年男子が期末試験明けの剣道部活動時、当日は晴天で日中 30℃を超す気温であった。

10 時半から 18 時頃まで練習していた。その後、けいこや大会について、顧問教師から話があった後、19 時

から練習を再開した。突然具合が悪そうに道場の隅にうずくまった。横になって休むように指示をした。練

習終了後、意識等に異常が見られたため、学校の公用車で病院に搬送したが当日に死亡した。
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【学校で起きた熱中症による死亡事故事例②】 

教訓⑤：普段運動をしない児童生徒等も参加する体育授業では、暑さ指数（WBGT）が高い日は活動内容の

変更を検討する！

事故要因：気温 32.5℃、湿度 47％、暑さ指数（WBGT）27（環境）、ジョギング・サッカーの５分ゲーム２

試合（行動）

【事例⑤ 体育の授業中に起きた事故】

７月、高校３年生の男子が体育の授業でジョギング、準備運動、補強運動後にサッカーの５分ゲーム２試

合をしていたところ、動開始から約 30 分後に熱中症になり、死亡した。当日は気温 32.5℃、湿度 47％、暑

さ指数（WBGT）27 であった。 

教訓⑥：激しい運動ではなくても、暑さ指数が高い日、特に小学校低学年では注意！

事故要因：暑さ指数（WBGT）32 で「危険」（環境）、小学校低学年（からだ） 
【事例⑥ 校外学習で起きた事故】

７月、小学校１年生の男子が学校から約１km 離れた公園での校外学習後に教室で様子が急変し、意識不明

になり、救急搬送される事故が発生した。当該生徒は搬送先の病院において死亡した。

＊午前 10 時の状況：気温 32.9℃、 暑さ指数（WBGT）32 で「危険」 

他にも、独立行政法人日本スポーツ振興センターが公表している「学校安全 Web 学校事故事例検索データ

ベース」25、「熱中症を予防しよう」26、「体育活動における熱中症予防 調査研究報告書」27、文部科学省

が公表している「「学校事故対応に関する指針に基づく」詳細調査報告書の横断整理」28において学校での

熱中症による事故事例が紹介されていますので、参考にしてください。

2 事故後の対応 

学校の管理下における事故等について、学校及び学校の設置者は発生原因の究明やそれまでの安全対策を

検証し、再発防止策を策定し実施すること、被害児童生徒等への心のケアや、被害児童生徒等の保護者への

十分な説明と継続的な支援が求められます。したがって、熱中症発生後の対応として、以下の項目等に関す

る行動指針を予め設定しておきましょう。

【事故発生後の対応事項例】

・引渡しと待機…児童生徒等の保護者への引渡し、病院への搬送、引渡しまでの待機の判断や方法等

・心のケア…心の健康状態の把握方法、支援体制等

・調査・検証・報告・再発防止等…情報の整理と保護者等への説明や対応、調査結果の公表等

熱中症発生後の行動指針の設定については、「学校事故対応に関する指針」（文部科学省、平成 28 年３

月）29を参考としましょう。 

25 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?tabid=822 
26 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/default.aspx?tabid=114 
27 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/bousi_kenkyu/tabid/1729/Default.aspx 
28 https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/20201001-mxt_kyousei02-1289303_1.pdf 
29 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1369565.htm

学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き（令和 ３ 年 ５ 月／環境省・文部科学省）より抜粋 
 


	学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 38.pdf
	学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き 39



